
第６２号議案 

 

     八王子市手数料条例の一部を改正する条例設定について       

 

 八王子市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  平成３１年２月２５日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市手数料条例の一部を改正する条例 

 八王子市手数料条例（昭和２４年八王子市条例第１６号）の一部を次のように

改正する。 

 



改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 １ （略）  １ （略） 

 ２ 閲覧手数料  ２ 閲覧手数料 

  事務 名称 金額    事務 名称 金額  

 １～４ （略） （略） （略）   １～４ （略） （略） （略）  

 ５ （略） （略） （略）   ５ （略） （略） （略）  

 ６ 森林法（昭和２

６年法律第２４

９号）第１９１

条の４第１項に

規定する林地台

帳の閲覧 

林地台帳閲

覧手数料 

１回、１件につき 

450円 

       

 ７ （略） （略） （略）   ６ （略） （略） （略）  

 ３ （略）  ３ （略） 

 ４ 申請手数料  ４ 申請手数料 

  ⑴～⑽ （略）   ⑴～⑽ （略） 

  ⑾ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。

以下この号において「法」という。）関係 

  ⑾ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号。

以下この号において「法」という。）関係 

  事務 名称 金額    事務 名称 金額  

 １ 法第５４条第１

項の規定に基づ

く低炭素建築物

新築等計画の認

定の申請に対す

る審査 

低炭素建築

物新築等計

画認定申請

手数料 

低炭素建築物新築等計画認定申

請手数料の額は、次の⑴及び⑵

に掲げる区分に応じ、次に掲げ

る額（申請に併せて法第５４条

第２項の規定に基づく申出があ

つた場合においては、一の建築

物について第１６号の表中１６

の項に掲げる額（申請に係る計

画に特定建築基準適合審査をす

る部分が含まれる場合において

は当該部分ごとに同表中２の項 

  １ 法第５４条第１

項の規定に基づ

く低炭素建築物

新築等計画の認

定の申請に対す

る審査 

低炭素建築

物新築等計

画認定申請

手数料 

低炭素建築物新築等計画認定申

請手数料の額は、次の⑴及び⑵

に掲げる区分に応じ、次に掲げ

る額（申請に併せて法第５４条

第２項の規定に基づく申出があ

つた場合においては、一の建築

物について第１６号の表中１６

の項に掲げる額（申請に係る計

画に特定建築基準適合審査をす

る部分が含まれる場合において

は当該部分ごとに同表中２の項 

 



    に掲げる額の手数料を加えた

額、建築基準法第８７条の４に

規定する昇降機に係る部分が含

まれる場合においては当該昇降

機１基について同表中１８の項

又は１９の項に掲げる額の手数

料を加えた額）の手数料を加え

た額） 

     に掲げる額の手数料を加えた

額、建築基準法第８７条の２に

規定する昇降機に係る部分が含

まれる場合においては当該昇降

機１基について同表中１８の項

又は１９の項に掲げる額の手数

料を加えた額）の手数料を加え

た額） 

 

    ⑴・⑵ （略）      ⑴・⑵ （略）  

 ２ 法第５５条第１

項の規定に基づ

く低炭素建築物

新築等計画の変

更の認定の申請

に対する審査 

低炭素建築

物新築等計

画変更認定

申請手数料 

低炭素建築物新築等計画変更認

定申請手数料の額は、次の⑴及

び⑵に掲げる区分に応じ、次に

掲げる額（申請に併せて法第５

５条第２項の規定において準用

する第５４条第２項の規定に基

づく申出があつた場合において

は、一の建築物について第１６

号の表中１６の項に掲げる額

（申請に係る計画に特定建築基

準適合審査をする部分が含まれ

る場合においては当該部分ごと

に同表中２の項に掲げる額の手

数料を加えた額、建築基準法第

８７条の４に規定する昇降機に

係る部分が含まれる場合におい

ては当該昇降機１基について同

表中１８の項又は１９の項に掲

げる額の手数料を加えた額）の

手数料を加えた額） 

  ２ 法第５５条第１

項の規定に基づ

く低炭素建築物

新築等計画の変

更の認定の申請

に対する審査 

低炭素建築

物新築等計

画変更認定

申請手数料 

低炭素建築物新築等計画変更認

定申請手数料の額は、次の⑴及

び⑵に掲げる区分に応じ、次に

掲げる額（申請に併せて法第５

５条第２項の規定において準用

する第５４条第２項の規定に基

づく申出があつた場合において

は、一の建築物について第１６

号の表中１６の項に掲げる額

（申請に係る計画に特定建築基

準適合審査をする部分が含まれ

る場合においては当該部分ごと

に同表中２の項に掲げる額の手

数料を加えた額、建築基準法第

８７条の２に規定する昇降機に

係る部分が含まれる場合におい

ては当該昇降機１基について同

表中１８の項又は１９の項に掲

げる額の手数料を加えた額）の

手数料を加えた額） 

 

    ⑴・⑵ （略）      ⑴・⑵ （略）  

 備考  備考 



  １・２ （略）   １・２ （略） 

  ⑿・⒀ （略）   ⑿・⒀ （略） 

  ⒁ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号。以下この号において「法」という。）関係 

  ⒁ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号。以下この号において「法」という。）関係 

  事務 名称 金額    事務 名称 金額  

 １ 法第６条第１項

の規定に基づく 

長期優良住

宅建築等計 

長期優良住宅建築等計画認定申

請手数料の額は、次の⑴及び⑵ 

  １ 法第６条第１項

の規定に基づく 

長期優良住

宅建築等計 

長期優良住宅建築等計画認定申

請手数料の額は、次の⑴及び⑵ 

 

  長期優良住宅建

築等計画の認定

の申請に対する

審査 

画認定申請

手数料 

に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に掲げる額（当該申請

に係る住宅が一戸建ての住宅

（人の居住の用以外の用途に供

する部分を有しないものに限

る。以下同じ。）の場合におい

て、一戸建ての住宅を新築しよ

うとするときは、⑴のアの 、

⑴のイの 又は⑴のウの に掲

げる額、一戸建ての住宅を増築

し、又は改築しようとするとき

は、⑵のアの 又は⑵のイの

に掲げる額）（申請に併せて法

第６条第２項の規定に基づく申

出があつた場合においては、一

の建築物について第１６号の表

中１６の項に掲げる額（申請に

係る計画に特定建築基準適合審

査をする部分が含まれる場合に

おいては当該部分ごとに同表中

２の項に掲げる額の手数料を加

えた額、建築基準法第８７条の

４に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては当該

   長期優良住宅建

築等計画の認定

の申請に対する

審査 

画認定申請

手数料 

に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に掲げる額（当該申請

に係る住宅が一戸建ての住宅

（人の居住の用以外の用途に供

する部分を有しないものに限

る。以下同じ。）の場合におい

て、一戸建ての住宅を新築しよ

うとするときは、⑴のアの 、

⑴のイの 又は⑴のウの に掲

げる額、一戸建ての住宅を増築

し、又は改築しようとするとき

は、⑵のアの 又は⑵のイの

に掲げる額）（申請に併せて法

第６条第２項の規定に基づく申

出があつた場合においては、一

の建築物について第１６号の表

中１６の項に掲げる額（申請に

係る計画に特定建築基準適合審

査をする部分が含まれる場合に

おいては当該部分ごとに同表中

２の項に掲げる額の手数料を加

えた額、建築基準法第８７条の

２に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては当該

 



昇降機一基について同表中１８

の項又は１９の項に掲げる額の

手数料を加えた額）に相当する

額を加えた額）を、当該建築物

における認定申請戸数で除した

額（その額に１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨

てる。） 

昇降機一基について同表中１８

の項又は１９の項に掲げる額の

手数料を加えた額）に相当する

額を加えた額）を、当該建築物

における認定申請戸数で除した

額（その額に１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨

てる。） 

    ⑴・⑵ （略）      ⑴・⑵ （略）  

 ２ 法第８条第１項

の規定に基づく

長期優良住宅建

築等計画の変更

の認定の申請に

対する審査 

長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料 

長期優良住宅建築等計画変更認

定申請手数料の額は、当該申請

に係る住宅が属する一の建築物

の当該計画の変更に係る部分の

床面積の合計に２分の１を乗じ

て得た面積（床面積の増加する

部分にあつては、当該増加する

部分の床面積の合計）に応じ

て、当該計画が住宅を新築する

際に認定を受けたものである場

合においては、１の項⑴のアの

から まで、⑴のイの から

まで又は⑴のウの から ま

でに掲げる額（当該住宅が一戸

建ての住宅の場合においては、

１の項⑴のアの 、⑴のイの

又は⑴のウの に掲げる額）、

当該計画が住宅を増築又は改築

する際に認定を受けたものであ

る場合においては、１の項⑵の

アの から まで又は⑵のイの

から までに掲げる額（当該 

  ２ 法第８条第１項

の規定に基づく

長期優良住宅建

築等計画の変更

の認定の申請に

対する審査 

長期優良住

宅建築等計

画変更認定

申請手数料 

長期優良住宅建築等計画変更認

定申請手数料の額は、当該申請

に係る住宅が属する一の建築物

の当該計画の変更に係る部分の

床面積の合計に２分の１を乗じ

て得た面積（床面積の増加する

部分にあつては、当該増加する

部分の床面積の合計）に応じ

て、当該計画が住宅を新築する

際に認定を受けたものである場

合においては、１の項⑴のアの

から まで、⑴のイの から

まで又は⑴のウの から ま

でに掲げる額（当該住宅が一戸

建ての住宅の場合においては、

１の項⑴のアの 、⑴のイの

又は⑴のウの に掲げる額）、

当該計画が住宅を増築又は改築

する際に認定を受けたものであ

る場合においては、１の項⑵の

アの から まで又は⑵のイの

から までに掲げる額（当該 

 



    住宅が一戸建ての住宅の場合に

おいては、１の項⑵のアの 又

は⑵のイの に掲げる額）（申

請に併せて法第８条第２項にお

いて準用する第６条第２項の規

定に基づく申出があつた場合に

おいては、一の建築物について

第１６号の表中１６の項に掲げ

る額（申請に係る計画に特定建

築基準適合審査をする部分が含

まれる場合においては当該部分

ごとに同表中２の項に掲げる額

の手数料を加えた額、建築基準

法第８７条の４に規定する昇降

機に係る部分が含まれる場合に

おいては当該昇降機１基につい

て同表中１８の項又は１９の項

に掲げる額の手数料を加えた

額）に相当する額を加えた額）

を、変更認定申請戸数で除した

額（その額に１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨

てる。） 

     住宅が一戸建ての住宅の場合に

おいては、１の項⑵のアの 又

は⑵のイの に掲げる額）（申

請に併せて法第８条第２項にお

いて準用する第６条第２項の規

定に基づく申出があつた場合に

おいては、一の建築物について

第１６号の表中１６の項に掲げ

る額（申請に係る計画に特定建

築基準適合審査をする部分が含

まれる場合においては当該部分

ごとに同表中２の項に掲げる額

の手数料を加えた額、建築基準

法第８７条の２に規定する昇降

機に係る部分が含まれる場合に

おいては当該昇降機１基につい

て同表中１８の項又は１９の項

に掲げる額の手数料を加えた

額）に相当する額を加えた額）

を、変更認定申請戸数で除した

額（その額に１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨

てる。） 

 

 ３・４ （略） （略） （略）   ３・４ （略） （略） （略）  

  ⒂ （略）   ⒂ （略） 

  ⒃ 建築基準法（以下この号において「法」という。）関係   ⒃ 建築基準法（以下この号において「法」という。）関係 

  事務 名称 金額    事務 名称 金額  

 １ 法第６条第４項

（法第８７条第

１項において準

用する場合を含 

確認申請手

数料 

確認申請手数料の額は確認申請

１件につき、次のアからエまで

に掲げる区分に応じて算出した

床面積の合計に応じ、次に掲げ 

  １ 法第６条第４項

（法第８７条第

１項において準

用する場合を含 

確認申請手

数料 

確認申請手数料の額は確認申請

１件につき、次のアからエまで

に掲げる区分に応じて算出した

床面積の合計に応じ、次に掲げ 

 



  む。）の規定に

基づく建築物に

関する確認の申

請に対する審査 

 る額（申請に係る計画に法第６

条の３第１項ただし書の規定に

基づき、構造計算に関する高度

の専門的知識及び技術を有する

者として国土交通省令で定める

要件を備える者（以下「特定建

築基準適合判定資格者」とい

う。）である建築主事が、建築

基準法施行令（以下この号にお

いて「令」という。）第９条の

３の規定による特定構造計算基

準又は特定増改築構造計算基準

に適合するかどうかの審査（以

下「特定建築基準適合審査」と

いう。）をする部分が含まれる

場合においては当該部分ごとに

２の項に掲げる額の手数料を加

えた額、法第８７条の４に規定

する昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては当該昇降機１

基について３の項又は４の項に

掲げる額の手数料を加えた額） 

   む。）の規定に

基づく建築物に

関する確認の申

請に対する審査 

 る額（申請に係る計画に法第６

条の３第１項ただし書の規定に

基づき、構造計算に関する高度

の専門的知識及び技術を有する

者として国土交通省令で定める

要件を備える者（以下「特定建

築基準適合判定資格者」とい

う。）である建築主事が、建築

基準法施行令（以下この号にお

いて「令」という。）第９条の

３の規定による特定構造計算基

準又は特定増改築構造計算基準

に適合するかどうかの審査（以

下「特定建築基準適合審査」と

いう。）をする部分が含まれる

場合においては当該部分ごとに

２の項に掲げる額の手数料を加

えた額、法第８７条の２に規定

する昇降機に係る部分が含まれ

る場合においては当該昇降機１

基について３の項又は４の項に

掲げる額の手数料を加えた額） 

 

     ３０平方メートル以内のもの 

5,600円 

      ３０平方メートル以内のもの 

5,000円 

 

     ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

9,400円 

      ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

9,000円 

 

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

14,000円 

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

14,000円 

 

     ２００平方メートルを超え、       ２００平方メートルを超え、  



５００平方メートル以内のも

の 

19,000円 

５００平方メートル以内のも

の 

19,000円 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

35,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

34,000円 

 

     １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

49,000円 

      １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

48,000円 

 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

146,000円 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

140,000円 

 

     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

249,000円 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

240,000円 

 

     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

474,000円 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

460,000円 

 

    ア～エ （略）      ア～エ （略）  

 ２ （略） （略） （略）   ２ （略） （略） （略）  

 ３ 法第６条第４項

の規定に基づく

昇降機（法第８

７条の４に規定

するものに限

る。）又は法第

８７条の４にお 

建築設備の

設置に関す

る確認申請

手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

9,600円 

小荷物専用昇降機１基につき 

4,300円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

  ３ 法第６条第４項

の規定に基づく

昇降機（法第８

７条の２に規定

するものに限

る。）又は法第

８７条の２にお 

建築設備の

設置に関す

る確認申請

手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

9,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

4,000円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

 



  いて準用する法

第６条第４項の

規定に基づく建

築設備に関する

確認（建築設備

を設置する場合

（４の項に掲

げる場合を除

く。）に係るも

のに限る。）の

申請に対する審

査 

 9,600円 

 

   いて準用する法

第６条第４項の

規定に基づく建

築設備に関する

確認（建築設備

を設置する場合

（４の項に掲

げる場合を除

く。）に係るも

のに限る。）の

申請に対する審

査 

 9,000円  

 ４ 法第６条第４項

の規定に基づく

昇降機（法第８

７条の４に規定

するものに限

る。）又は法第

８７条の４にお

いて準用する法

第６条第４項の

規定に基づく建

築設備に関する

確認（確認を受

けた建築設備の

計画の変更をし

て建築設備を設

置する場合に

係るものに限

る。）の申請に

対する審査 

確認を受け

た建築設備

の計画の変

更をして建

築設備を設

置する場合

に関する確

認申請手数

料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

5,400円 

小荷物専用昇降機１基につき 

3,300円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

5,400円 

  ４ 法第６条第４項

の規定に基づく

昇降機（法第８

７条の２に規定

するものに限

る。）又は法第

８７条の２にお

いて準用する法

第６条第４項の

規定に基づく建

築設備に関する

確認（確認を受

けた建築設備の

計画の変更をし

て建築設備を設

置する場合に

係るものに限

る。）の申請に

対する審査 

確認を受け

た建築設備

の計画の変

更をして建

築設備を設

置する場合

に関する確

認申請手数

料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

5,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

3,000円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

5,000円 

 



 ５ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第６条第４項

の規定に基づく

工作物に関する

確認（工作物を

築造する場合

（６の項に掲

げる場合を除

く。）に係るも

のに限る。）の

申請に対する審

査 

工作物の築

造に関する

確認申請手

数料 

１件につき 

8,500円 

  ５ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第６条第４項

の規定に基づく

工作物に関する

確認（工作物を

築造する場合

（６の項に掲

げる場合を除

く。）に係るも

のに限る。）の

申請に対する審

査 

工作物の築

造に関する

確認申請手

数料 

１件につき 

8,000円 

 

 ６ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第６条第４項

の規定に基づく

工作物に関する

確認（確認を受

けた工作物の計

画の変更をして

工作物を築造す

る場合に係るも

のに限る。）の

申請に対する審

査 

確認を受け

た工作物の

計画の変更

をして工作

物を築造す

る場合に関

する確認申

請手数料 

１件につき 

4,300円 

  ６ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第６条第４項

の規定に基づく

工作物に関する

確認（確認を受

けた工作物の計

画の変更をして

工作物を築造す

る場合に係るも

のに限る。）の

申請に対する審

査 

確認を受け

た工作物の

計画の変更

をして工作

物を築造す

る場合に関

する確認申

請手数料 

１件につき 

4,000円 

 

 ７ 法第７条第４項

の規定に基づく

建築物に関する 

完了検査申

請手数料 

完了検査申請手数料の額は完了

検査申請１件につき、次のア及

びイに掲げる区分に応じて算出 

  ７ 法第７条第４項

の規定に基づく

建築物に関する 

完了検査申

請手数料 

完了検査申請手数料の額は完了

検査申請１件につき、次のア及

びイに掲げる区分に応じて算出 

 



  完了検査（１０

の項に掲げる場

合を除く。）の

申請に対する審

査 

 した床面積の合計に応じ、次に

掲げる額（申請に法第８７条の

４に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては、当

該昇降機１基について、８の項

又は１１の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

   完了検査（１０

の項に掲げる場

合を除く。）の

申請に対する審

査 

 した床面積の合計に応じ、次に

掲げる額（申請に法第８７条の

２に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては、当

該昇降機１基について、８の項

又は１１の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

 

     ３０平方メートル以内のもの 

11,000円 

      ３０平方メートル以内のもの 

10,000円 

 

     ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

12,000円 

      ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

12,000円 

 

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

16,000円 

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

16,000円 

 

     ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

23,000円 

      ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

22,000円 

 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

37,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

36,000円 

 

     １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

52,000円 

      １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

50,000円 

 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

124,000円 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

120,000円 

 



     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

199,000円 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

190,000円 

 

     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

396,000円 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

380,000円 

 

    ア・イ （略）      ア・イ （略）  

 ８ 法第７条第４項

の規定に基づく

昇降機（法第８

７条の４に規定

するものに限

る。）又は法第

８７条の４にお

いて準用する法

第７条第４項の

規定に基づく建

築設備に関する

完了検査（１１

の項に掲げる場

合を除く。）の

申請に対する審

査 

建築設備の

設置に関す

る完了検査

申請手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

13,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,600円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

13,000円 

  ８ 法第７条第４項

の規定に基づく

昇降機（法第８

７条の２に規定

するものに限

る。）又は法第

８７条の２にお

いて準用する法

第７条第４項の

規定に基づく建

築設備に関する

完了検査（１１

の項に掲げる場

合を除く。）の

申請に対する審

査 

建築設備の

設置に関す

る完了検査

申請手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

13,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,000円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

13,000円 

 

 ９ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第７条第４項

の規定に基づく

工作物に関する

完了検査の申請 

工作物の築

造に関する

完了検査申

請手数料 

１件につき 

9,600円 

  ９ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第７条第４項

の規定に基づく

工作物に関する

完了検査の申請 

工作物の築

造に関する

完了検査申

請手数料 

１件につき 

9,000円 

 



  に対する審査      に対する審査    

 １０ 法第７条第４項

の規定に基づく

建築物に関する

完了検査の申請

（当該申請が法

第７条の３第１

項の特定工程に

係る建築物につ

いてされるもの

である場合に限

る。１１の項に

おいて同じ。）

に対する審査 

中間検査を

受けた建築

物の完了検

査申請手数

料 

完了検査申請手数料の額は完了

検査申請１件につき、次のア及

びイに掲げる区分に応じて算出

した床面積の合計に応じ、次に

掲げる額（申請に法第８７条の

４に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては、当

該昇降機１基について、８の項

又は１１の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

 ３０平方メートル以内のもの 

9,900円 

 ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

11,000円 

  １０ 法第７条第４項

の規定に基づく

建築物に関する

完了検査の申請

（当該申請が法

第７条の３第１

項の特定工程に

係る建築物につ

いてされるもの

である場合に限

る。１１の項に

おいて同じ。）

に対する審査 

中間検査を

受けた建築

物の完了検

査申請手数

料 

完了検査申請手数料の額は完了

検査申請１件につき、次のア及

びイに掲げる区分に応じて算出

した床面積の合計に応じ、次に

掲げる額（申請に法第８７条の

２に規定する昇降機に係る部分

が含まれる場合においては、当

該昇降機１基について、８の項

又は１１の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

 ３０平方メートル以内のもの 

9,000円 

 ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

11,000円 

 

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

15,000円 

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

15,000円 

 

     ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

21,000円 

      ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

21,000円 

 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

36,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

35,000円 

 

     １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

      １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

 



49,000円 47,000円 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

115,000円 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

110,000円 

 

     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

186,000円 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

180,000円 

 

     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

383,000円 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

370,000円 

 

    ア・イ （略）      ア・イ （略）  

 １１ 法第７条第４項

の規定に基づく

昇降機（法第８

７条の４に規定

するものに限

る。）に関する

完了検査の申請

に対する審査 

中間検査を

受けた昇降

機に関する

完了検査申

請手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

13,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,400円 

  １１ 法第７条第４項

の規定に基づく

昇降機（法第８

７条の２に規定

するものに限

る。）に関する

完了検査の申請

に対する審査 

中間検査を

受けた昇降

機に関する

完了検査申

請手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

12,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,000円 

 

 １２ 法第７条の３第

４項の規定に基

づく建築物に関

する中間検査の

申請に対する審

査 

建築物に関

する中間検

査申請手数

料 

中間検査申請手数料の額は中間

検査申請１件につき、中間検査

を行う部分の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額（申請に法第

８７条の４に規定する昇降機に

係る部分が含まれる場合におい

ては、当該昇降機１基につい

て、１３の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

  １２ 法第７条の３第

４項の規定に基

づく建築物に関

する中間検査の

申請に対する審

査 

建築物に関

する中間検

査申請手数

料 

中間検査申請手数料の額は中間

検査申請１件につき、中間検査

を行う部分の床面積の合計に応

じ、次に掲げる額（申請に法第

８７条の２に規定する昇降機に

係る部分が含まれる場合におい

ては、当該昇降機１基につい

て、１３の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

 

     ３０平方メートル以内のもの       ３０平方メートル以内のもの  



9,900円 9,000円 

     ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

11,000円 

      ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

11,000円 

 

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

15,000円 

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

15,000円 

 

     ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

21,000円 

      ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

20,000円 

 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

34,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

33,000円 

 

     １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

46,000円 

      １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

45,000円 

 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

104,000円 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

100,000円 

 

     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

167,000円 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

160,000円 

 

     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

 

    341,000円      330,000円  



 １３ 法第７条の３第 建築設備に 昇降機（小荷物専用昇降機を除   １３ 法第７条の３第 建築設備に 昇降機（小荷物専用昇降機を除  

  ４項の規定に基

づく昇降機（法

第８７条の４に

規定するものに

限る。）又は法

第８７条の４に

おいて準用する

法第７条の３第

４項の規定に基

づく建築設備に

関する中間検査

の申請に対する

審査 

関する中間

検査申請手

数料 

く。）１基につき 

12,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,300円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

12,000円 

   ４項の規定に基

づく昇降機（法

第８７条の２に

規定するものに

限る。）又は法

第８７条の２に

おいて準用する

法第７条の３第

４項の規定に基

づく建築設備に

関する中間検査

の申請に対する

審査 

関する中間

検査申請手

数料 

く。）１基につき 

12,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,000円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

12,000円 

 

 １４ 法第８８条第１

項において準用

する法第７条の

３第４項の規定

に基づく工作物

に関する中間検

査の申請に対す

る審査 

工作物に関

する中間検

査申請手数

料 

１件につき 

9,100円 

  １４ 法第８８条第１

項において準用

する法第７条の

３第４項の規定

に基づく工作物

に関する中間検

査の申請に対す

る審査 

工作物に関

する中間検

査申請手数

料 

１件につき 

9,000円 

 

 １５ 法第７条の６第

１項第１号又は

第２号（法第８

７条の４又は第

８８条第１項若

しくは第２項に

おいて準用する

場合を含む。）

の規定に基づく 

検査済証の

交付を受け

る前におけ

る建築物等

の仮使用認

定申請手数

料 

１件につき 

126,000円 

  １５ 法第７条の６第

１項第１号又は

第２号（法第８

７条の２又は第

８８条第１項若

しくは第２項に

おいて準用する

場合を含む。）

の規定に基づく 

検査済証の

交付を受け

る前におけ

る建築物等

の仮使用認

定申請手数

料 

１件につき 

120,000円 

 



  仮使用の認定の

申請に対する審

査 

     仮使用の認定の

申請に対する審

査 

   

 １６ 法第１８条第３

項（法第８７条

第１項において

準用する場合を

含む。）の規定

に基づく建築物

に関する計画の

通知に対する審

査 

計画通知手

数料 

計画通知手数料の額は、計画通

知１件につき、次のアからエま

でに掲げる区分に応じて算出し

た床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（通知に係る計画に法第

１８条第４項ただし書の規定に

基づき、特定建築基準適合判定

資格者である建築主事が、特定

建築基準適合審査をする部分が

含まれる場合においては当該部

分ごとに１７の項に掲げる額の

手数料を加えた額、法第８７条

の４に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては当

該昇降機１基について１８の項

又は１９の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

  １６ 法第１８条第３

項（法第８７条

第１項において

準用する場合を

含む。）の規定

に基づく建築物

に関する計画の

通知に対する審

査 

計画通知手

数料 

計画通知手数料の額は、計画通

知１件につき、次のアからエま

でに掲げる区分に応じて算出し

た床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（通知に係る計画に法第

１８条第４項ただし書の規定に

基づき、特定建築基準適合判定

資格者である建築主事が、特定

建築基準適合審査をする部分が

含まれる場合においては当該部

分ごとに１７の項に掲げる額の

手数料を加えた額、法第８７条

の２に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては当

該昇降機１基について１８の項

又は１９の項に掲げる額の手数

料を加えた額） 

 

     ３０平方メートル以内のもの 

5,600円 

      ３０平方メートル以内のもの 

5,000円 

 

     ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

9,400円 

      ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

9,000円 

 

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

14,000円 

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

14,000円 

 

     ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

      ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

 



の 

19,000円 

の 

19,000円 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

35,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

34,000円 

 

     １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

49,000円 

      １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

48,000円 

 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

146,000円 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

140,000円 

 

     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

249,000円 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

240,000円 

 

     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

474,000円 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

460,000円 

 

    ア～エ （略）      ア～エ （略）  

 １７ （略） （略） （略）   １７ （略） （略） （略）  

 １８ 法第１８条第３

項の規定に基づ

く昇降機（法第

８７条の４に規

定するものに限

る。）又は法第

８７条の４にお

いて準用する法 

建築設備の

設置に関す

る計画通知

手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

9,600円 

小荷物専用昇降機１基につき 

4,300円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

9,600円 

  １８ 法第１８条第３

項の規定に基づ

く昇降機（法第

８７条の２に規

定するものに限

る。）又は法第

８７条の２にお

いて準用する法 

建築設備の

設置に関す

る計画通知

手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

9,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

4,000円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

9,000円 

 



  第１８条第３項

の規定に基づく

建築設備に関す

る計画（建築設

備を設置する場

合（１９の項に

掲げる場合を除

く。）に係るも

のに限る。）の

通知に対する審

査 

     第１８条第３項

の規定に基づく

建築設備に関す

る計画（建築設

備を設置する場

合（１９の項に

掲げる場合を除

く。）に係るも

のに限る。）の

通知に対する審

査 

   

 １９ 法第１８条第３

項の規定に基づ

く昇降機（法第

８７条の４に規

定するものに限

る。）又は法第

８７条の４にお

いて準用する法

第１８条第３項

の規定に基づく

建築設備に関す

る計画（適合す

ることを認めら

れた建築設備の

計画の変更をし

て建築設備を設

置する場合に

係るものに限

る。）の通知に

対する審査 

適合するこ

とを認めら

れた建築設

備の計画の

変更をして

建築設備を

設置する場

合に関する

計画通知手

数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

5,400円 

小荷物専用昇降機１基につき 

3,300円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

5,400円 

  １９ 法第１８条第３

項の規定に基づ

く昇降機（法第

８７条の２に規

定するものに限

る。）又は法第

８７条の２にお

いて準用する法

第１８条第３項

の規定に基づく

建築設備に関す

る計画（適合す

ることを認めら

れた建築設備の

計画の変更をし

て建築設備を設

置する場合に

係るものに限

る。）の通知に

対する審査 

適合するこ

とを認めら

れた建築設

備の計画の

変更をして

建築設備を

設置する場

合に関する

計画通知手

数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

5,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

3,000円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

5,000円 

 



 ２０ 法第８８条第１ 工作物の築 １件につき   ２０ 法第８８条第１ 工作物の築 １件につき  

  項又は第２項に

おいて準用する

法第１８条第３

項の規定に基づ

く工作物に関す

る計画（工作物

を築造する場合

（２１の項に掲

げる場合を除

く。）に係るも

のに限る。）の

通知に対する審

査 

造に関する

計画通知手

数料 

8,500円    項又は第２項に

おいて準用する

法第１８条第３

項の規定に基づ

く工作物に関す

る計画（工作物

を築造する場合

（２１の項に掲

げる場合を除

く。）に係るも

のに限る。）の

通知に対する審

査 

造に関する

計画通知手

数料 

8,000円  

 ２１ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第１８条第３

項の規定に基づ

く工作物に関す

る計画（適合す

ることを認めら

れた工作物の計

画の変更をして

工作物を築造す

る場合に係るも

のに限る。）の

通知に対する審

査 

適合するこ

とを認めら

れた工作物

の計画の変

更をして工

作物を築造

する場合に

関する計画

通知手数料 

１件につき 

4,300円 

  ２１ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第１８条第３

項の規定に基づ

く工作物に関す

る計画（適合す

ることを認めら

れた工作物の計

画の変更をして

工作物を築造す

る場合に係るも

のに限る。）の

通知に対する審

査 

適合するこ

とを認めら

れた工作物

の計画の変

更をして工

作物を築造

する場合に

関する計画

通知手数料 

１件につき 

4,000円 

 

 ２２ 法第１８条第１

７項の規定に基 

工事完了通

知手数料 

工事完了通知手数料の額は、工

事完了通知１件につき、次のア 

  ２２ 法第１８条第１

７項の規定に基 

工事完了通

知手数料 

工事完了通知手数料の額は、工

事完了通知１件につき、次のア 

 



  づく建築物に関

する工事完了

（２５の項に掲

げる場合を除

く。）の通知に

対する審査 

 及びイに掲げる区分に応じて算

出した床面積の合計に応じ、次

に掲げる額（通知に法第８７条

の４に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては、

当該昇降機１基について、２３

の項又は２６の項に掲げる額の

手数料を加えた額） 

   づく建築物に関

する工事完了

（２５の項に掲

げる場合を除

く。）の通知に

対する審査 

 及びイに掲げる区分に応じて算

出した床面積の合計に応じ、次

に掲げる額（通知に法第８７条

の２に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては、

当該昇降機１基について、２３

の項又は２６の項に掲げる額の

手数料を加えた額） 

 

     ３０平方メートル以内のもの 

11,000円 

      ３０平方メートル以内のもの 

10,000円 

 

     ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

12,000円 

      ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

12,000円 

 

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

16,000円 

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

16,000円 

 

     ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

23,000円 

      ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

22,000円 

 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

37,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

36,000円 

 

     １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

52,000円 

      １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

50,000円 

 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

 



124,000円 120,000円 

     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

199,000円 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

190,000円 

 

     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

396,000円 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

380,000円 

 

    ア・イ （略）      ア・イ （略）  

 ２３ 法第１８条第１

７項の規定に基

づく昇降機（法

第８７条の４に

規定するものに

限る。）又は法

第８７条の４に

おいて準用する

法第１８条第１

７項の規定に基

づく建築設備に

関する工事完了

（２６の項に掲

げる場合を除

く。）の通知に

対する審査 

建築設備の

設置に関す

る工事完了

通知手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

13,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,600円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

13,000円 

  ２３ 法第１８条第１

７項の規定に基

づく昇降機（法

第８７条の２に

規定するものに

限る。）又は法

第８７条の２に

おいて準用する

法第１８条第１

７項の規定に基

づく建築設備に

関する工事完了

（２６の項に掲

げる場合を除

く。）の通知に

対する審査 

建築設備の

設置に関す

る工事完了

通知手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

13,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,000円 

昇降機以外の建築設備１件につ

き 

13,000円 

 

 ２４ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第１８条第１

７項の規定に基

づく工作物に関 

工作物の築

造に関する

工事完了通

知手数料 

１件につき 

9,600円 

  ２４ 法第８８条第１

項又は第２項に

おいて準用する

法第１８条第１

７項の規定に基

づく工作物に関 

工作物の築

造に関する

工事完了通

知手数料 

１件につき 

9,000円 

 



  する工事完了の

通知に対する審

査 

     する工事完了の

通知に対する審

査 

   

 ２５ 法第１８条第１

７項の規定に基

づく建築物に関

する工事完了

（当該通知が法 

中間検査を

受けた建築

物の工事完

了通知手数

料 

工事完了通知手数料の額は、工

事完了通知１件につき、次のア

及びイに掲げる区分に応じて算

出した床面積の合計に応じ、次

に掲げる額（通知に法第８７条 

  ２５ 法第１８条第１

７項の規定に基

づく建築物に関

する工事完了

（当該通知が法 

中間検査を

受けた建築

物の工事完

了通知手数

料 

工事完了通知手数料の額は、工

事完了通知１件につき、次のア

及びイに掲げる区分に応じて算

出した床面積の合計に応じ、次

に掲げる額（通知に法第８７条 

 

  第７条の３第１

項の特定工程に

係る建築物につ

いてされるもの

である場合に限

る。２６の項に

おいて同じ。）

の通知に対する

審査 

 の４に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては、

当該昇降機１基について、２３

の項又は２６の項に掲げる額の

手数料を加えた額） 

 ３０平方メートル以内のもの 

9,900円 

 ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

   第７条の３第１

項の特定工程に

係る建築物につ

いてされるもの

である場合に限

る。２６の項に

おいて同じ。）

の通知に対する

審査 

 の２に規定する昇降機に係る部

分が含まれる場合においては、

当該昇降機１基について、２３

の項又は２６の項に掲げる額の

手数料を加えた額） 

 ３０平方メートル以内のもの 

9,000円 

 ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

 

    11,000円      11,000円  

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

15,000円 

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

15,000円 

 

     ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

21,000円 

      ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

21,000円 

 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

36,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

35,000円 

 

     １，０００平方メートルを超       １，０００平方メートルを超  



え、２，０００平方メートル

以内のもの 

49,000円 

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

47,000円 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

115,000円 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

110,000円 

 

     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

186,000円 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

180,000円 

 

     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

383,000円 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

370,000円 

 

    ア・イ （略）      ア・イ （略）  

 ２６ 法第１８条第１

７項の規定に基

づく昇降機（法

第８７条の４に

規定するものに

限る。）に関す

る工事完了の通

知に対する審査 

中間検査を

受けた昇降

機に関する

工事完了通

知手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

13,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,400円 

  ２６ 法第１８条第１

７項の規定に基

づく昇降機（法

第８７条の２に

規定するものに

限る。）に関す

る工事完了の通

知に対する審査 

中間検査を

受けた昇降

機に関する

工事完了通

知手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

12,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,000円 

 

 ２７ 法第１８条第２

０項の規定に基

づく建築物に関

する特定工程工

事終了の通知に

対する審査 

建築物に関

する特定工

程工事終了

通知手数料 

 

特定工程工事終了通知手数料の

額は、特定工程工事終了通知１

件につき、中間検査を行う部分

の床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（通知に法第８７条の４

に規定する昇降機に係る部分が

含まれる場合においては、当該

昇降機１基について、２８の項 

  ２７ 法第１８条第２

０項の規定に基

づく建築物に関

する特定工程工

事終了の通知に

対する審査 

建築物に関

する特定工

程工事終了

通知手数料 

特定工程工事終了通知手数料の

額は、特定工程工事終了通知１

件につき、中間検査を行う部分

の床面積の合計に応じ、次に掲

げる額（通知に法第８７条の２

に規定する昇降機に係る部分が

含まれる場合においては、当該

昇降機１基について、２８の項 

 



    に掲げる額の手数料を加えた 

額） 

     に掲げる額の手数料を加えた 

額） 

 

     ３０平方メートル以内のもの 

9,900円 

      ３０平方メートル以内のもの 

9,000円 

 

     ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

11,000円 

      ３０平方メートルを超え、１

００平方メートル以内のもの 

11,000円 

 

     １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

15,000円 

      １００平方メートルを超え、

２００平方メートル以内のも

の 

15,000円 

 

     ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

21,000円 

      ２００平方メートルを超え、

５００平方メートル以内のも

の 

20,000円 

 

     ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

34,000円 

      ５００平方メートルを超え、

１，０００平方メートル以内

のもの 

33,000円 

 

     １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

46,000円 

      １，０００平方メートルを超

え、２，０００平方メートル

以内のもの 

45,000円 

 

     ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

104,000円 

      ２，０００平方メートルを超

え、１０，０００平方メート

ル以内のもの 

100,000円 

 

     １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

167,000円 

      １０，０００平方メートルを

超え、５０，０００平方メー

トル以内のもの 

160,000円 

 



     ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

      ５０，０００平方メートルを

超えるもの 

 

    341,000円      330,000円  

 ２８ 法第１８条第２

０項の規定に基

づく昇降機（法

第８７条の４に

規定するものに

限る。）又は法 

建築設備に

係る特定工

程工事終了

通知手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

12,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,300円 

昇降機以外の建築設備１件につ 

  ２８ 法第１８条第２

０項の規定に基

づく昇降機（法

第８７条の２に

規定するものに

限る。）又は法 

建築設備に

係る特定工

程工事終了

通知手数料 

昇降機（小荷物専用昇降機を除

く。）１基につき 

12,000円 

小荷物専用昇降機１基につき 

8,000円 

昇降機以外の建築設備１件につ 

 

  第８７条の４に

おいて準用する

法第１８条第２

０項の規定に基

づく建築設備に

関する特定工程

工事終了の通知

に対する審査 

 き 

12,000円 

   第８７条の２に

おいて準用する

法第１８条第２

０項の規定に基

づく建築設備に

関する特定工程

工事終了の通知

に対する審査 

 き 

12,000円 

 

 ２９ 法第８８条第１

項において準用

する法第１８条

第２０項の規定

に基づく工作物

に関する特定工

程工事終了の通

知に対する審査 

工作物に係

る特定工程

工事終了通

知手数料 

１件につき 

9,100円 

  ２９ 法第８８条第１

項において準用

する法第１８条

第２０項の規定

に基づく工作物

に関する特定工

程工事終了の通

知に対する審査 

工作物に係

る特定工程

工事終了通

知手数料 

１件につき 

9,000円 

 

 ３０ 法第１８条第２

４項第１号又は

第２号（法第８

７条の４又は第

８８条第１項若

しくは第２項に 

検査済証の

交付を受け

る前におけ

る建築物等

の仮使用認

定申請手数 

１件につき 

126,000円 

  ３０ 法第１８条第２

４項第１号又は

第２号（法第８

７条の２又は第

８８条第１項若

しくは第２項に 

検査済証の

交付を受け

る前におけ

る建築物等

の仮使用認

定申請手数 

１件につき 

120,000円 

 



  おいて準用する

場合を含む。）

の規定に基づく

仮使用の認定の

申請に対する審

査 

料     おいて準用する

場合を含む。）

の規定に基づく

仮使用の認定の

申請に対する審

査 

料   

 ３１・

３２ 

（略） （略） （略）   ３１・

３２ 

（略） （略） （略）  

 ３３ 法第４３条第２ 建築物の敷 １件につき   ３３ 法第４３条第２ 建築物の敷 １件につき  

  項第２号の規定

に基づく建築の

許可の申請に対

する審査 

地と道路と

の関係の建

築許可申請

手数料 

36,000円    項第２号の規定

に基づく建築の

許可の申請に対

する審査 

地と道路と

の関係の建

築許可申請

手数料 

33,000円  

 ３４ 法第４４条第１

項第２号の規定

に基づく建築の

許可の申請に対

する審査 

公衆便所等

の道路内に

おける建築

許可申請手

数料 

１件につき 

36,000円 

  ３４ 法第４４条第１

項第２号の規定

に基づく建築の

許可の申請に対

する審査 

公衆便所等

の道路内に

おける建築

許可申請手

数料 

１件につき 

33,000円 

 

 ３５ 法第４４条第１

項第３号の規定

に基づく建築の

認定の申請に対

する審査 

道路内にお

ける建築認

定申請手数

料 

１件につき 

28,000円 

  ３５ 法第４４条第１

項第３号の規定

に基づく建築の

認定の申請に対

する審査 

道路内にお

ける建築認

定申請手数

料 

１件につき 

27,000円 

 

 ３６・

３７ 

（略） （略） （略）   ３６・

３７ 

（略） （略） （略）  

 ３８ （略） （略） （略）   ３８ （略） （略） （略）  

 ３９ 法第４８条第１

６項第１号（法

第８８条第２項

において準用

する場合を含

用途地域に

お け る 増

築、改築又

は移転の特

例許可申請

１件につき 

87,000円 

       



む。）の規定に

基づく増築、改

築又は移転の特 

手数料 

  例の許可の申請

に対する審査 

         

 ４０ 法第４８条第１

６項第２号（法

第８８条第２項

において準用

する場合を含

む。）の規定に

基づく建築の特

例の許可の申請

に対する審査 

用途地域に

おける建築

の特例許可

申請手数料 

１件につき 

92,000円 

       

 ４１・

４２ 

（略） （略） （略）   ３９・

４０ 

（略） （略） （略）  

 ４３ 法第５３条第４

項又は第５項の

規定に基づく建

築物の建蔽率に

関する特例の許

可の申請に対す

る審査 

建築物の建

蔽率の特例

許可申請手

数料 

１件につき 

36,000円 

  ４１ 法第５３条第４

項の規定に基づ

く建築物の建蔽

率に関する特例

の許可の申請に

対する審査 

建築物の建

蔽率の特例

許可申請手

数料 

１件につき 

33,000円 

 

 ４４ 法第５３条第６

項第３号の規定

に基づく建築物

の建蔽率に関す

る制限の適用除

外に係る許可の

申請に対する審

査 

建築物の建

蔽率に関す

る制限の適

用除外に係

る許可申請

手数料 

１件につき 

36,000円 

  ４２ 法第５３条第５

項第３号の規定

に基づく建築物

の建蔽率に関す

る制限の適用除

外に係る許可の

申請に対する審

査 

建築物の建

蔽率に関す

る制限の適

用除外に係

る許可申請

手数料 

１件につき 

33,000円 

 



 ４５ （略） （略） （略）   ４３ （略） （略） （略）  

 ４６ 法第５５条第２

項の規定に基づ 

建築物の高

さの特例認 

１件につき 

28,000円 

  ４４ 法第５５条第２

項の規定に基づ 

建築物の高

さの特例認 

１件につき 

27,000円 

 

  く建築物の高さ

に関する特例の

認定の申請に対

する審査 

定申請手数

料 

    く建築物の高さ

に関する特例の

認定の申請に対

する審査 

定申請手数

料 

  

 ４７・

４８ 

（略） （略） （略）   ４５・

４６ 

（略） （略） （略）  

 ４９ 法第５７条第１ 高架の工作 １件につき   ４７ 法第５７条第１ 高架の工作 １件につき  

  項の規定に基づ

く建築物の高さ

に関する制限の

適用除外に係る

認定の申請に対

する審査 

物内に設け

る建築物の

高さに関す

る制限の適

用除外に係

る認定申請

手数料 

28,000円    項の規定に基づ

く建築物の高さ

に関する制限の

適用除外に係る

認定の申請に対

する審査 

物内に設け

る建築物の

高さに関す

る制限の適

用除外に係

る認定申請

手数料 

27,000円  

 ５０～

５６ 

（略） （略） （略）   ４８～

５４ 

（略） （略） （略）  

 ５７ 法第６８条第５

項の規定に基づ

く建築物の各部

分の高さに関す

る制限の適用除

外に係る認定の

申請に対する審

査 

景観地区内

の建築物の

各部分の高

さに関する

制限の適用

除外に係る

認定申請手

数料 

１件につき 

28,000円 

  ５５ 法第６８条第５

項の規定に基づ

く建築物の各部

分の高さに関す

る制限の適用除

外に係る認定の

申請に対する審

査 

景観地区内

の建築物の

各部分の高

さに関する

制限の適用

除外に係る

認定申請手

数料 

１件につき 

27,000円 

 

 ５８ 法第６８条の３

第１項の規定に

基づく建築物の

容積率、同条第 

再開発等促

進区等内の

建築物の容

積率、建築 

１件につき 

28,000円 

  ５６ 法第６８条の３

第１項の規定に

基づく建築物の

容積率、同条第 

再開発等促

進区等内の

建築物の容

積率、建築 

１件につき 

27,000円 

 



  ２項の規定に基

づく建築物の建

蔽率又は同条第

３項の規定に基

づく建築物の高

さに関する制限

の適用除外に係

る認定の申請に

対する審査 

物の建蔽率

又は建築物

の高さに関

する制限の

適用除外に

係る認定申

請手数料 

    ２項の規定に基

づく建築物の建

蔽率又は同条第

３項の規定に基

づく建築物の高

さに関する制限

の適用除外に係

る認定の申請に

対する審査 

物の建蔽率

又は建築物

の高さに関

する制限の

適用除外に

係る認定申

請手数料 

  

 ５９ （略） （略） （略）   ５７ （略） （略） （略）  

 ６０ 法第６８条の３

第７項の規定に

基づく建築物の

用途に関する制

限の適用除外に

係る認定の申請

に対する審査 

開発整備促

進区内の建

築物の用途

制限の適用

除外に係る

認定申請手

数料 

１件につき 

28,000円 

  ５８ 法第６８条の３

第７項の規定に

基づく建築物の

用途に関する制

限の適用除外に

係る認定の申請

に対する審査 

開発整備促

進区内の建

築物の用途

制限の適用

除外に係る

認定申請手

数料 

１件につき 

27,000円 

 

 ６１ 法第６８条の４

の規定に基づく

建築物の容積率

に関する制限の

適用除外に係る

認定の申請に対

する審査 

建築物の容

積率の最高

限度を区域

の特性に応

じたものと

公共施設の

整備の状況

に応じたも

のとに区分

して定める

地区計画等

の区域内の

建築物の容

積率に関す 

１件につき 

28,000円 

  ５９ 法第６８条の４

の規定に基づく

建築物の容積率

に関する制限の

適用除外に係る

認定の申請に対

する審査 

建築物の容

積率の最高

限度を区域

の特性に応

じたものと

公共施設の

整備の状況

に応じたも

のとに区分

して定める

地区計画等

の区域内の

建築物の容

積率に関す 

１件につき 

27,000円 

 



   る制限の適

用除外に係

る認定申請

手数料 

     る制限の適

用除外に係

る認定申請

手数料 

  

 ６２ 法第６８条の５

の２第１項の規

定に基づく建築

物の容積率に関

する特例の認定

の申請に対する

審査 

防災街区整

備地区計画

の区域内の

建築物の容

積率の特例

認定申請手

数料 

１件につき 

28,000円 

  ６０ 法第６８条の５

の２第１項の規

定に基づく建築

物の容積率に関

する特例の認定

の申請に対する

審査 

防災街区整

備地区計画

の区域内の

建築物の容

積率の特例

認定申請手

数料 

１件につき 

27,000円 

 

 ６３ （略） （略） （略）   ６１ （略） （略） （略）  

 ６４ 法第６８条の５

の５第１項の規

定に基づく建築

物の容積率又は

同条第２項の規

定に基づく建築

物の各部分の高

さに関する制限

の適用除外に係

る認定の申請に

対する審査 

区域の特性

に応じた高

さ、配列及

び形態を備

えた建築物

の整備を誘

導する地区

計画等の区

域内の建築

物の容積率

又は建築物

の各部分の

高さに関す

る制限の適

用除外に係

る認定申請

手数料 

１件につき 

28,000円 

  ６２ 法第６８条の５

の５第１項の規

定に基づく建築

物の容積率又は

同条第２項の規

定に基づく建築

物の各部分の高

さに関する制限

の適用除外に係

る認定の申請に

対する審査 

区域の特性

に応じた高

さ、配列及

び形態を備

えた建築物

の整備を誘

導する地区

計画等の区

域内の建築

物の容積率

又は建築物

の各部分の

高さに関す

る制限の適

用除外に係

る認定申請

手数料 

１件につき 

27,000円 

 

 ６５ 法第６８条の５

の６の規定に基 

地区計画等

の区域内の 

１件につき 

28,000円 

  ６３ 法第６８条の５

の６の規定に基 

地区計画等

の区域内の 

１件につき 

27,000円 

 



  づく建築物の建

蔽率の特例の認

定の申請に対す

る審査 

建築物の建

蔽率の特例

認定申請手

数料 

    づく建築物の建

蔽率の特例の認

定の申請に対す

る審査 

建築物の建

蔽率の特例

認定申請手

数料 

  

 ６６ （略） （略） （略）   ６４ （略） （略） （略）  

 ６７ 法第８５条第５

項の規定に基づ

く仮設建築物の

建築の許可の申

請に対する審査 

仮設建築物

建築許可申

請手数料 

１件につき 

108,000円 

  ６５ 法第８５条第５

項の規定に基づ

く仮設建築物の

建築の許可の申

請に対する審査 

仮設建築物

建築許可申

請手数料 

１件につき 

105,000円 

 

 ６８ （略） （略） （略）   ６６ （略） （略） （略）  

 ６９ 法第８６条第１

項の規定に基づ

く一の敷地とみ

なすこと等によ

る制限の緩和に

係る特例の認定

の申請に対する

審査 

一団地内に

建築される

１又は２以

上の構えを

成す建築物

の特例認定

申請手数料 

１件につき 建築物の数が１又

は２である場合にあつては８２

，０００円、建築物の数が３以

上である場合にあつては８２，

０００円に２を超える建築物の

数に２９，０００円を乗じて得

た額を加算した額 

  ６７ 法第８６条第１

項の規定に基づ

く一の敷地とみ

なすこと等によ

る制限の緩和に

係る特例の認定

の申請に対する

審査 

一団地内に

建築される

１又は２以

上の構えを

成す建築物

の特例認定

申請手数料 

１件につき 建築物の数が１又

は２である場合にあつては７８

，０００円、建築物の数が３以

上である場合にあつては７８，

０００円に２を超える建築物の

数に２８，０００円を乗じて得

た額を加算した額 

 

 ７０ 法第８６条第２

項の規定に基づ

く一の敷地とみ

なすこと等によ

る制限の緩和に

係る特例の認定

の申請に対する

審査 

既存建築物

を前提とし

て総合的見

地から設計

した建築物

の特例認定

申請手数料 

１件につき 建築物（既存建築

物を除く。以下この項において

同じ。）の数が１である場合に

あつては８２，０００円、建築

物の数が２以上である場合にあ

つては８２，０００円に１を超

える建築物の数に２９，０００

円を乗じて得た額を加算した額 

  ６８ 法第８６条第２

項の規定に基づ

く一の敷地とみ

なすこと等によ

る制限の緩和に

係る特例の認定

の申請に対する

審査 

既存建築物

を前提とし

て総合的見

地から設計

した建築物

の特例認定

申請手数料 

１件につき 建築物（既存建築

物を除く。以下この項において

同じ。）の数が１である場合に

あつては７８，０００円、建築

物の数が２以上である場合にあ

つては７８，０００円に１を超

える建築物の数に２８，０００

円を乗じて得た額を加算した額 

 

 ７１ 法第８６条第３

項の規定に基づ

く一の敷地とみ

なすこと等によ 

一団地内に

建築される

１又は２以

上の構えを 

１件につき 建築物の数が１又

は２である場合にあつては２３

８，０００円、建築物の数が３

以上である場合にあつては２３ 

  ６９ 法第８６条第３

項の規定に基づ

く一の敷地とみ

なすこと等によ 

一団地内に

建築される

１又は２以

上の構えを 

１件につき 建築物の数が１又

は２である場合にあつては２３

８，０００円、建築物の数が３

以上である場合にあつては２３ 

 



  る制限の緩和に

係る特例の許可

の申請に対する

審査 

成す建築物

の特例及び

敷地内に広

い空地を有

する建築物

の各部分の

高さ又は容

積率に関す

る特例許可

申請手数料 

８，０００円に２を超える建築

物の数に２９，０００円を乗じ

て得た額を加算した額 

   る制限の緩和に

係る特例の許可

の申請に対する

審査 

成す建築物

の特例及び

敷地内に広

い空地を有

する建築物

の各部分の

高さ又は容

積率に関す

る特例許可

申請手数料 

８，０００円に２を超える建築

物の数に２８，０００円を乗じ

て得た額を加算した額 

 

 ７２ 法第８６条第４

項の規定に基づ

く一の敷地とみ

なすこと等によ

る制限の緩和に

係る特例の許可

の申請に対する

審査 

既存建築物

を前提とし

て総合的見

地から設計

した建築物

の特例及び

敷地内に広

い空地を有

する建築物

の容積率又

は建築物の

各部分の高

さに関する

特例許可申

請手数料 

１件につき 建築物（既存建築

物を除く。以下この項において

同じ。）の数が１である場合に

あつては２３８，０００円、建

築物の数が２以上である場合に

あつては２３８，０００円に１

を超える建築物の数に２９，０

００円を乗じて得た額を加算し

た額 

  ７０ 法第８６条第４

項の規定に基づ

く一の敷地とみ

なすこと等によ

る制限の緩和に

係る特例の許可

の申請に対する

審査 

既存建築物

を前提とし

て総合的見

地から設計

した建築物

の特例及び

敷地内に広

い空地を有

する建築物

の容積率又

は建築物の

各部分の高

さに関する

特例許可申

請手数料 

１件につき 建築物（既存建築

物を除く。以下この項において

同じ。）の数が１である場合に

あつては２３８，０００円、建

築物の数が２以上である場合に

あつては２３８，０００円に１

を超える建築物の数に２８，０

００円を乗じて得た額を加算し

た額 

 

 ７３ 法第８６条の２

第１項の規定に

基づく一敷地内

認定建築物以外

の建築物の建築

の認定の申請に 

一敷地内認

定建築物以

外の建築物

の建築認定

申請手数料 

１件につき 建築物（一敷地内

認定建築物を除く。以下この項

において同じ。）の数が１であ

る場合にあつては８２，０００

円、建築物の数が２以上である

場合にあつては８２，０００円 

  ７１ 法第８６条の２

第１項の規定に

基づく一敷地内

認定建築物以外

の建築物の建築

の認定の申請に 

一敷地内認

定建築物以

外の建築物

の建築認定

申請手数料 

１件につき 建築物（一敷地内

認定建築物を除く。以下この項

において同じ。）の数が１であ

る場合にあつては７８，０００

円、建築物の数が２以上である

場合にあつては７８，０００円 

 



  対する審査  に１を超える建築物の数に２９

，０００円を乗じて得た額を加

算した額 

   対する審査  に１を超える建築物の数に２８

，０００円を乗じて得た額を加

算した額 

 

 ７４ 法第８６条の２

第２項の規定に

基づく一敷地内

認定建築物又は

同条第３項の規

定に基づく一敷

地内許可建築物 

一敷地内認

定建築物又

は一敷地内

許可建築物

以外の建築

物の建築に

関する特例 

１件につき 建築物（一敷地内

認定建築物又は一敷地内許可建

築物を除く。以下この項におい

て同じ。）の数が１である場合

にあつては２３８，０００円、

建築物の数が２以上である場合

にあつては２３８，０００円に 

  ７２ 法第８６条の２

第２項の規定に

基づく一敷地内

認定建築物又は

同条第３項の規

定に基づく一敷

地内許可建築物 

一敷地内認

定建築物又

は一敷地内

許可建築物

以外の建築

物の建築に

関する特例 

１件につき 建築物（一敷地内

認定建築物又は一敷地内許可建

築物を除く。以下この項におい

て同じ。）の数が１である場合

にあつては２３８，０００円、

建築物の数が２以上である場合

にあつては２３８，０００円に 

 

  以外の建築物の

建築に関する特

例の許可の申請

に対する審査 

許可申請手

数料 

１を超える建築物の数に２９，

０００円を乗じて得た額を加算

した額 

   以外の建築物の

建築に関する特

例の許可の申請

に対する審査 

許可申請手

数料 

１を超える建築物の数に２８，

０００円を乗じて得た額を加算

した額 

 

 ７５ 法第８６条の５

第１項の規定に

基づく一の敷地

とみなすこと等

による制限の緩

和に係る特例の

認定又は許可の

取消しの申請に

対する審査 

一の敷地と

みなすこと

等による制

限の緩和に

係る特例の

認定又は許

可の取消し

申請手数料 

１件につき ６，９００円に現

に存する建築物の数に１３，０

００円を乗じて得た額を加算し

た額 

  ７３ 法第８６条の５

第１項の規定に

基づく一の敷地

とみなすこと等

による制限の緩

和に係る特例の

認定又は許可の

取消しの申請に

対する審査 

一の敷地と

みなすこと

等による制

限の緩和に

係る特例の

認定又は許

可の取消し

申請手数料 

１件につき ６，４００円に現

に存する建築物の数に１２，０

００円を乗じて得た額を加算し

た額 

 

 ７６ 法第８６条の６

第２項の規定に

基づく建築物の

容積率、建蔽

率、外壁の後退

距離又は高さに

関する制限の適

用除外に係る認 

一団地の住

宅施設に関

する都市計

画に基づく

建築物の容

積率、建蔽

率、外壁の

後退距離又 

１件につき 

28,000円 

  ７４ 法第８６条の６

第２項の規定に

基づく建築物の

容積率、建蔽

率、外壁の後退

距離又は高さに

関する制限の適

用除外に係る認 

１団地の住

宅施設に関

する都市計

画に基づく

建築物の容

積率、建蔽

率、外壁の

後退距離又 

１件につき 

27,000円 

 



  定の申請に対す

る審査 

は高さに関

する制限の

適用除外に

係る認定申

請手数料 

    定の申請に対す

る審査 

は高さに関

する制限の

適用除外に

係る認定申

請手数料 

  

 ７７ 法第８６条の８

第１項の規定に

基づく既存の一

の建築物につい

て２以上の工事

に分けて増築等

を含む工事を行

う場合の当該２

以上の工事の全

体計画に関する

認定の申請に対

する審査 

既存の一の

建築物につ

いて２以上

の工事に分

けて増築等

を含む工事

を行う場合

の当該２以

上の工事の

全体計画に

関する認定

申請手数料 

１件につき 

28,000円 

  ７５ 法第８６条の８

第１項の規定に

基づく既存の一

の建築物につい

て２以上の工事

に分けて工事を

行う場合の当該

２以上の工事の

全体計画に関す

る認定の申請に

対する審査 

既存の一の

建築物につ

いて２以上

の工事に分

けて工事を

行う場合の

当該２以上

の工事の全

体計画に関

する認定申

請手数料 

１件につき 

27,000円 

 

 ７８ 法第８６条の８

第３項（法第８

７条の２第２項

において準用

する場合を含

む。）の規定に

基づく既存の一

の建築物につい

て２以上の工事

に分けて工事を

行うことについ

ての認定を受け

た当該２以上の

工事の全体計画 

既存の一の

建築物につ

いて２以上

の工事に分

けて工事を

行う認定を

受けた当該

２以上の工

事の全体計

画の変更に

関する認定

申請手数料 

１件につき 

28,000円 

  ７６ 法第８６条の８

第３項の規定に

基づく既存の一

の建築物につい

て２以上の工事

に分けて工事を

行うことについ

ての認定を受け

た当該２以上の

工事の全体計画

の変更に関する

認定の申請に対

する審査 

既存の一の

建築物につ

いて２以上

の工事に分

けて工事を

行う認定を

受けた当該

２以上の工

事の全体計

画の変更に

関する認定

申請手数料 

１件につき 

27,000円 

 



  の変更に関する

認定の申請に対

する審査 

         

 ７９ 法第８７条の２ 既存の一の １件につき        

  第１項の規定に

基づく既存の一

の建築物につい

て２以上の工事

に分けて用途の

変更に伴う工事

を行う場合の当 

建築物につ

いて２以上

の工事に分

けて用途の

変更に伴う

工事を行う

場合の当該 

28,000円        

  該２以上の工事

の全体計画に関

する認定の申請

に対する審査 

２以上の工

事の全体計

画に関する

認定申請手

数料 

        

 ８０ 法第８７条の３

第５項の規定に

基づく建築物の

用途を変更して

一時的に興行場

等として使用す

る場合の制限の

緩和に係る許可

の申請に対する

審査 

建築物の用

途を変更し

て一時的に

興行場等と

して使用す

る場合の制

限の緩和に

係る許可申

請手数料 

１件につき 

108,000円 

       

 ８１ 法第８７条の３

第６項の規定に

基づく建築物の

用途を変更して

一時的に特別興

建築物の用

途を変更し

て一時的に

特別興行場

等として使

１件につき 

195,000円 

       



行場等として使

用する場合の制

限の緩和に係る 

用する場合

の制限の緩

和に係る許 

  許可の申請に対

する審査 

可申請手数

料 

        

 ８２ 令第１３７条の 建築物の移 １件につき   ７７ 令第１３７条の 建築物の移 １件につき  

  １６第２号の規

定に基づく建築

物の移転の認定

の申請に対する

審査 

転認定申請

手数料 

28,000円    １６第２号の規

定に基づく建築

物の移転の認定

の申請に対する

審査 

転認定申請

手数料 

27,000円  

  ⒄ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号。以下この号において「法」という。）関係 

  ⒄ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号。以下この号において「法」という。）関係 

  事務 名称 金額    事務 名称 金額  

 １・２ （略） （略） （略）   １・２ （略） （略） （略）  

 ３ 法第３０条第１

項の規定に基づ

く建築物エネル

ギー消費性能向

上計画の認定の

申請に対する審

査 

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画認定申請

手数料 

建築物エネルギー消費性能向上

計画認定申請手数料の額は、次

の⑴及び⑵に掲げる区分に応じ

て、次に掲げる額（申請に併せ

て法第３０条第２項の規定に基

づく申出があつた場合において

は、一の建築物について第１６

号の表中１６の項に掲げる額

（申請に係る計画に特定建築基

準適合審査をする部分が含まれ

る場合においては当該部分ごと

に同表中２の項に掲げる額の手

数料を加えた額、建築基準法第

８７条の４に規定する昇降機に

係る部分が含まれる場合におい

ては当該昇降機１基について同 

  ３ 法第３０条第１

項の規定に基づ

く建築物エネル

ギー消費性能向

上計画の認定の

申請に対する審

査 

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画認定申請

手数料 

建築物エネルギー消費性能向上

計画認定申請手数料の額は、次

の⑴及び⑵に掲げる区分に応じ

て、次に掲げる額（申請に併せ

て法第３０条第２項の規定に基

づく申出があつた場合において

は、一の建築物について第１６

号の表中１６の項に掲げる額

（申請に係る計画に特定建築基

準適合審査をする部分が含まれ

る場合においては当該部分ごと

に同表中２の項に掲げる額の手

数料を加えた額、建築基準法第

８７条の２に規定する昇降機に

係る部分が含まれる場合におい

ては当該昇降機１基について同 

 



    表中１８の項又は１９の項に掲

げる額の手数料を加えた額）に

相当する額を加えた額） 

     表中１８の項又は１９の項に掲

げる額の手数料を加えた額）に

相当する額を加えた額） 

 

    ⑴・⑵ （略）      ⑴・⑵ （略）  

 ４ 法第３１条第１

項の規定に基づ

く建築物エネル

ギー消費性能向

上計画の変更の

認定の申請に対

する審査 

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画変更認定

申請手数料 

建築物エネルギー消費性能向上

計画変更認定申請手数料の額

は、次の⑴及び⑵に掲げる区分

に応じて、次に掲げる額（申請

に併せて法第３１条第２項にお

いて準用する第３０条第２項の

規定に基づく申出があつた場合

においては、一の建築物につい

て第１６号の表中１６の項に掲 

  ４ 法第３１条第１

項の規定に基づ

く建築物エネル

ギー消費性能向

上計画の変更の

認定の申請に対

する審査 

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画変更認定

申請手数料 

建築物エネルギー消費性能向上

計画変更認定申請手数料の額

は、次の⑴及び⑵に掲げる区分

に応じて、次に掲げる額（申請

に併せて法第３１条第２項にお

いて準用する第３０条第２項の

規定に基づく申出があつた場合

においては、一の建築物につい

て第１６号の表中１６の項に掲 

 

    げる額（申請に係る計画に特定

建築基準適合審査をする部分が

含まれる場合においては当該部

分ごとに同表中２の項に掲げる

額の手数料を加えた額、建築基

準法第８７条の４に規定する昇

降機に係る部分が含まれる場合

においては当該昇降機１基につ

いて同表中１８の項又は１９の

項に掲げる額の手数料を加えた

額）に相当する額を加えた額） 

     げる額（申請に係る計画に特定

建築基準適合審査をする部分が

含まれる場合においては当該部

分ごとに同表中２の項に掲げる

額の手数料を加えた額、建築基

準法第８７条の２に規定する昇

降機に係る部分が含まれる場合

においては当該昇降機１基につ

いて同表中１８の項又は１９の

項に掲げる額の手数料を加えた

額）に相当する額を加えた額） 

 

    ⑴・⑵ （略）      ⑴・⑵ （略）  

 ５・６ （略） （略） （略）   ５・６ （略） （略） （略）  

 備考   備考  

  １～８ （略）    １～８ （略）  

  ⒅ （略）   ⒅ （略） 

  

  



   附 則 

 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から

施行する。 

 ⑴ 別表、２ 閲覧手数料の部の改正規定 平成３１年４月１日 

 ⑵ 前号に掲げる規定以外の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律（平

成３０年法律第６７号）附則第１条本文に規定する政令で定める日 




